
◎脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び

資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年六月四日法律第五二号）   

一、 提案理由（令和七年四月二三日・衆議院経済産業委員会） 

○武藤国務大臣 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の

有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及

び要旨を御説明申し上げます。 

 今、二〇五〇年カーボンニュートラル等の国際公約と産業競争力の強化を通じた経済

成長を同時に達成するグリーントランスフォーメーション、いわゆるＧＸの実現に向け

た投資競争が世界で加速しています。我が国でも、この成長分野への企業の投資を促進

することが、コストカット型経済から高い付加価値を創出する経済へ移行し、賃上げと

投資が牽引する成長型経済を実現していくためにも喫緊の課題となっています。 

 そのため、我が国では、二年前に成立した脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推

進に関する法律において、十年間で二十兆円規模の大胆な先行投資支援を行うとともに、

炭素排出に値づけを行う成長志向型カーボンプライシングの大枠を法定化しました。こ

のＧＸに関する動きを更に加速するためには、投資のための支援措置に加えて制度的措

置を講ずることで、事業者が行う脱炭素投資の収益性に関し、中長期の時間軸で予見性

を高める必要があります。 

 また、特に、産業分野の中でも多くの二酸化炭素を排出する素材産業を中心に、再生

資源の利用拡大等による資源循環の強化を通じて、製品のライフサイクル全体での排出

削減を進めることが重要であり、このための制度的措置を講じていく必要があります。 

 本法律案は、こうした観点から、成長志向型カーボンプライシングの制度の具体化及

び脱炭素化に資する資源循環強化に関する措置等を講ずるものであります。 

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律の一部改正です。 

 第一に、現在自主的に行われている排出量取引制度を法定化し、令和八年度から排出

量の規模が一定規模以上の事業者に参加義務を課します。対象事業者に対しては、業種

特性や産業の国外移転リスク等を考慮した実施指針に基づき排出枠の無償割当てを行い、

その過不足を脱炭素成長型経済構造移行推進機構が設置する排出枠取引市場において取

引を可能とすることや、排出枠の価格の安定化のために上下限価格を設定すること等を

通じて、排出削減のための取組に向けたインセンティブを高めていく措置を講ずること

とします。 

 第二に、令和十年度から適用を開始する化石燃料賦課金の円滑かつ確実な導入のため、

納付手続の法定化や国内で使用しない燃料等を念頭に置いた減額等に関する規定等の技

術的事項に関する措置を講ずることとします。 

 第三に、昨年措置した戦略分野国内生産促進税制のうち、ＧＸ分野の物資に係る税額



控除に伴う一般会計の減収補填を脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入をもって行う

ことを可能とする措置を講ずることとします。 

 次に、資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正です。 

 第一に、脱炭素化に資する資源循環を強化するため、再生資源の利用義務を課す製品

を指定し、生産量が一定規模以上の製造事業者等に対し、当該製品における再生資源の

利用に関する計画の提出及び定期報告を義務づける措置を講ずることとします。 

 第二に、再生資源の安定確保や製品の環境負荷低減を促進するため、解体、分別が容

易な設計等、製品のライフサイクルの観点から特に優れた設計を認定する制度を創設す

る措置を講ずることとします。 

 第三に、事業者による自主回収、再資源化が義務づけられている製品の回収率を高め

るため、高い回収目標等を掲げて認定を受けた事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の特例措置を講ずることとします。 

 第四に、シェアリング等による製品の効率的な利用を促す、いわゆるサーキュラーエ

コノミーコマースを促進していくため、資源の有効利用等の観点から、サーキュラーエ

コノミーコマースを行う事業者が従うべき基準を設定する措置を講ずることとします。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（令和七年五月一五日） 

○宮崎政久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するため、二酸化炭素の排出に

係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引、脱炭素化再生資源の利用を促進するための

制度を創設するとともに、化石燃料賦課金の徴収等に関する規定を整備する等の措置を

講ずるものであります。 

 本案は、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日に武藤国務大臣から趣旨

の説明を聴取いたしました。五月九日に質疑に入り、十四日質疑を終局いたしました。

質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一四日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 我が国が国際的に約束した二〇五〇年カーボンニュートラル等の実現に向けては、

産業部門・運輸部門をはじめとする社会全体において、本法で措置する排出量取引制

度等の幅広い取組が進むよう、実効的な施策を総動員すること。その実施に当たって

は、エネルギーの移行をはじめとする産業構造の転換に伴う経済・社会・雇用への負



のインパクトを最小化するため、地域社会をはじめ産業界、労働界等関係当事者と積

極的な社会対話を行い、広く意見を聴取し、その意見を十分に尊重するとともに、中

小事業者や雇用への影響に配慮しつつ、公正な移行を実現するための取組を進めるこ

と。とりわけ中小事業者の雇用に対しては、政府による強力な目配りと中小事業者に

対する移行支援を行うこと。 

二 成長志向型カーボンプライシングの実施に当たっては、制度の安定的な運営と確実

な財源の確保を通じて、民間事業者の予見性を高めることに注力し、民間事業者によ

る脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資が確実に推進されるよう、最大

限取り組むこと。その際には、これまでの実施状況を確認し、技術の進捗等を考慮し

た中で、定期的に費用対効果等の評価分析を行い、必要に応じてその対象範囲等につ

いて、柔軟な見直しを行うこと。 

三 脱炭素社会への移行に係る必要なコストは、広く社会全体で公平・公正に負担する

ことを前提に、石油石炭税や地球温暖化対策税等の税制、再生可能エネルギー発電促

進賦課金その他関連する制度全体の適正化による負担の抑制に努めつつ、円滑かつ適

正な価格転嫁等を通じて、特定の事業者に負担が偏重することのないよう配慮し、国

民全体にその理解が広がるよう積極的に取組を進めること。 

四 脱炭素社会への移行に係るコスト負担に対する国民の理解の醸成に向けては、脱炭

素に資する製品やサービスが広く受け入れられる市場を創造する観点から、公共調達

に加え、様々な層に対する消費者教育の実施、カーボンニュートラルに対応した製品

であることが消費者に分かりやすく伝わるような表示や仕組みの構築、原燃料の転

換、ヒートポンプ技術など省エネルギーに資する商品や熱効率が高い設備の導入を促

すための措置の検討等に率先して取り組むこと。 

五 排出量取引制度の実施に当たっては、脱炭素成長型投資事業者が、取引上優位な立

場を利用し、取引関係にある事業者に対して不当な負担を押し付けることがないよ

う、政府が責任を持って対応すること。とりわけ中小事業者に対する負担の不当な押

し付けが行われていないか、公正取引委員会及び中小企業庁において厳格に確認する

とともに、こうした行為が存在する場合には厳正に対応すること。 

六 電力等のエネルギーの脱炭素化に当たっては、社会全体の電化やデジタル化の進展

等の中で見込まれる電力需要の増加に対し、安定した供給力を確保するとともに、地

域住民の理解と中長期的な国民負担の抑制を前提に、再生可能エネルギー等の脱炭素

電源を最大限活用していくことや、省エネの普及拡大、蓄電システムの導入拡大等に

取り組むこと。その際には、物価上昇等による影響に配慮しつつ、需要家に安定した

価格水準で電力等のエネルギーを供給できる環境の整備に努めること。 

七 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針を定めるに当たって

は、各国の動向や、国内における代替技術の有無、カーボンリーケージの可能性等も

踏まえ、足下の地域の産業基盤や雇用への悪影響がないよう配慮しつつ、日本企業に



よる脱炭素分野での競争力の維持・強化及び国内における脱炭素技術の開発や実装が

着実に進み、我が国の継続的な成長につながる制度とするため、適切な水準となるよ

う、手続の透明性、公平性、公正性を確保するとともに、学識経験者や有識者、産業

界、労働界等から広く意見を聴きつつ、丁寧に検討を進めること。 

八 排出枠取引市場の取引価格が、実需を伴わない投機的取引によって経済実態から著

しく乖離することがないよう、その動向を注意深く監視するとともに、取引価格の水

準が、我が国の産業や国民生活、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資

活動に悪影響を及ぼすと認められる場合には、これを是正するために機動的かつ的確

に対応すること。 

九 地方自治体が実施している排出量取引制度や既存のエネルギー関係諸税等との関係

を適切に整理し、事業者の事務負担の軽減を図るとともに、その運用に際して実務上

の問題が生じないよう、現場レベルの視点から制度の予見性と実効性の確保に努める

こと。加えて、エネルギー価格が高騰する状況下においては、過度な国民負担を抑制

するため、必要に応じて制度の見直しを行うこと。 

十 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量については、全体として、パリ協定の一・

五度目標及び国が決定する貢献における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に貢献

しているか検証し、その結果を公表すること。また、当該検証の結果を踏まえて、必

要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十一 排出量取引制度におけるカーボンクレジットについては、中小事業者等の排出削

減を促す効果を勘案するとともに、過度な流入による価格の不安定化や脱炭素成長型

投資事業者の排出削減意欲の低下等を招かぬよう留意しつつ、適切に利用されるよ

う、必要に応じて適宜見直しを行うこと。また、対象となるカーボンクレジットの選

定については、国際的に必要とされる環境十全性及び持続可能な開発への貢献が確保

されたものとすること。 

十二 脱炭素成長型投資事業者排出枠及び化石燃料賦課金について、脱炭素成長型経済

構造への移行の状況、事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の制度

の実施を定期的に評価すること。その際、脱炭素成長型投資事業者に留まらない幅広

い事業者、労働者、気候変動や環境経済学等に関する学識経験者、将来世代及び市民

団体の意見を聴取するほか、当該評価の結果を公表し、透明性を確保すること。ま

た、その結果を踏まえて、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十三 廃プラスチックの化学的な分解や再合成、使用済み太陽光パネルやリチウムイオ

ン電池等の高品質かつ安全性の高い再利用、レアメタル等の効率的な回収等の資源循

環社会の推進に資する高度なリサイクル技術の国内における研究を推進し、一日も早

い社会実装に向けて、最大限取り組むこと。 

十四 再生資源の利用義務化に当たっては、企業活動の実態に十分配慮しつつ、適切な

制度設計を行うとともに、日本企業の競争力の維持・強化につながる仕組みとするこ



と。 

三、 参議院経済産業委員長報告（令和七年五月二八日） 

○牧山ひろえ君 ただいま議題となりました脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推

進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案につ

きまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行に資する投資を促進するため、

二酸化炭素の排出に係る排出枠の割当て及び排出枠に係る取引、脱炭素化再生資源の利

用を促進するための制度を創設するとともに、化石燃料賦課金の徴収等に関する規定を

整備する等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、排出削減に係る政策の在り方、カーボンプライシングの価格

水準、中小企業の脱炭素化に向けた取組、循環経済への移行に向けた取組等について質

疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して岩渕委員より反対す

る旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月二七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 我が国が国際的に約束した二〇五〇年カーボンニュートラル等の実現に向けては、

産業部門・運輸部門を始めとする社会全体において、本法で措置する排出量取引制度

等の幅広い取組が進むよう、実効的な施策を総動員すること。その実施に当たっては、

エネルギーの移行を始めとする産業構造の転換に伴う経済・社会・雇用への負のイン

パクトを最小化するため、地域社会を始め産業界、労働界等関係当事者と積極的な社

会対話を行い、広く意見を聴取し、その意見を十分に尊重するとともに、中小事業者

や雇用への影響に配慮しつつ、公正な移行を実現するための取組を進めること。とり

わけ中小事業者の雇用に対しては、政府による強力な目配りと中小事業者に対する移

行支援を行うこと。 

二 成長志向型カーボンプライシングの実施に当たっては、制度の安定的な運営と確実

な財源の確保を通じて、民間事業者の予見性を高めることに注力し、民間事業者によ

る脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資が確実に推進されるよう、最大

限取り組むこと。その際には、これまでの実施状況を確認し、技術の進捗等を考慮す

る中で、定期的に費用対効果等の評価分析を行い、必要に応じてその対象範囲等につ

いて、柔軟な見直しを行うこと。 

三 脱炭素社会への移行に係る必要なコストは、広く社会全体で公平・公正に負担する



ことを前提に、石油石炭税や地球温暖化対策税等の税制、再生可能エネルギー発電促

進賦課金その他関連する制度全体の適正化による負担の抑制に努めつつ、円滑かつ適

正な価格転嫁等を通じて、特定の事業者に負担が偏重することのないよう配慮し、国

民全体にその理解が広がるよう積極的に取組を進めること。 

四 脱炭素社会への移行に係るコスト負担に対する国民の理解の醸成に向けては、脱炭

素に資する製品やサービスが広く受け入れられる市場を創造する観点から、公共調達

に加え、様々な層に対する消費者教育の実施、カーボンニュートラルに対応した製品

であることが消費者に分かりやすく伝わるような表示や仕組みの構築、原燃料の転換、

ヒートポンプ技術など省エネルギーに資する商品や熱効率が高い設備の導入を促すた

めの措置の検討等に率先して取り組むこと。 

五 排出量取引制度の実施に当たっては、脱炭素成長型投資事業者が、取引上優位な立

場を利用し、取引関係にある事業者に対して不当な負担を押し付けることがないよう、

政府が責任を持って対応すること。とりわけ、中小事業者に対する負担の不当な押し

付けが行われていないか、公正取引委員会及び中小企業庁において厳格に確認すると

ともに、こうした行為が存在する場合には厳正に対応すること。 

六 電力等のエネルギーの脱炭素化に当たっては、社会全体の電化やデジタル化の進展

等の中で見込まれる電力需要の増加に対し、安定した供給力を確保するとともに、地

域住民の理解と中長期的な国民負担の抑制を前提に、再生可能エネルギー等の脱炭素

電源を最大限活用していくことや、省エネの普及拡大、蓄電システムの導入拡大等に

取り組むこと。その際には、物価上昇等による影響に配慮しつつ、需要家に安定した

価格水準で電力等のエネルギーを供給できる環境の整備に努めること。 

七 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当ての実施に関する指針を定めるに当たっては、

各国の動向や、国内における代替技術の有無、カーボンリーケージの可能性等も踏ま

え、足下の地域の産業基盤や雇用への悪影響がないよう配慮しつつ、日本企業による

脱炭素分野での競争力の維持・強化及び国内における脱炭素技術の開発や実装が着実

に進み、我が国の継続的な成長につながる制度とするため、適切な水準となるよう、

手続の透明性、公平性、公正性を確保するとともに、学識経験者や有識者、産業界、

労働界等から広く意見を聴きつつ、丁寧に検討を進めること。 

八 排出枠取引市場の取引価格が、実需を伴わない投機的取引によって経済実態から著

しくかい離することがないよう、その動向を注意深く監視するとともに、取引価格の

水準が、我が国の産業や国民生活、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投

資活動に悪影響を及ぼすと認められる場合には、これを是正するために機動的かつ的

確に対応すること。 

九 地方自治体が実施している排出量取引制度や既存のエネルギー関係諸税等との関係

を適切に整理し、事業者の事務負担の軽減を図るとともに、その運用に際して実務上

の問題が生じないよう、現場レベルの視点から制度の予見性と実効性の確保に努める



こと。加えて、エネルギー価格が高騰する状況下においては、過度な国民負担を抑制

するため、必要に応じて制度の見直しを行うこと。 

十 脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当量については、全体として、パリ協定の一・

五度目標及び国が決定する貢献における温室効果ガス排出量の削減目標の達成に貢献

しているかを検証し、その結果を公表すること。また、当該検証の結果を踏まえて、

必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十一 排出量取引制度におけるカーボンクレジットについては、中小事業者等の排出削

減を促す効果を勘案するとともに、過度な流入による価格の不安定化や脱炭素成長型

投資事業者の排出削減意欲の低下等を招かぬよう留意しつつ、適切に利用されるよう、

必要に応じて適宜見直しを行うこと。また、対象となるカーボンクレジットの選定に

ついては、国際的に必要とされる環境十全性及び持続可能な開発への貢献が確保され

たものとすること。 

十二 脱炭素成長型投資事業者排出枠及び化石燃料賦課金について、脱炭素成長型経済

構造への移行の状況、事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の削減の状況その他の制度

の実施を定期的に評価すること。その際、脱炭素成長型投資事業者にとどまらない幅

広い事業者、労働者、気候変動や環境経済学等に関する学識経験者、将来世代及び市

民団体の意見を聴取するほか、当該評価の結果を公表し、透明性を確保すること。ま

た、その結果を踏まえて、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

十三 廃プラスチックの化学的な分解や再合成、使用済太陽光パネルやリチウムイオン

電池等の高品質かつ安全性の高い再利用、低品位の鉄スクラップの活用、レアメタル

等の効率的な回収等の資源循環社会の推進に資する高度なリサイクル技術の国内にお

ける研究を推進し、一日も早い社会実装に向けて、最大限取り組むとともに、再生資

源の不適切な処理及び輸出の防止に向けた取組を確実に実施すること。 

十四 再生資源の利用義務化に当たっては、企業活動の実態に十分配慮しつつ、適切な

制度設計を行うとともに、日本企業の競争力の維持・強化につながる仕組みとするこ

と。 

  右決議する。 

 


